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が
ご
吉
、

ま
ず
、
越
権
一
市

訟
は
山
川
消
訴
訟
に
属

L
、
次
い
で
、
九
ム
凹
詐
バ
心
掛
訟
に
属
す
る
訴
訟
類
川
J
二

L
て
は
、
選
子
訴
訟
、
行
政
貼
附
訳
出
訟
、
行
政
九
人
約
訴
訟
、

、
村
人
約
前
ね
命
令
訴
J

ぶ
主
主
副

審

1
訴
訟
に
追
加
さ
孔
～
。
越
権
訴
訟
し
は
、
占
め
る
行
政
次
定
に
つ

ρ
て
そ
の
違
J
一
件
を
月
山
、
こ
し
ζ
反
日
出
を
求
め
る
訴
え
で
あ
り
、

粗
削
訴
J

内
V
伝
統
的
持
論
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て
い

♂

L
j
J円
、
中
J

店、
h

一l
っ

y
f
v
I
t
j
i
J
 

こ
れ
に
対
し
亡
、
九
十
白

川
町
）

の
回
復
の
た
め
に
行
な
決
に
の
取
消
し
に
と
ど
ま
ら
な
レ
八
十
内
約
な
審
判
を
ぷ
日
じ
る
訴
え
で
丸
句
、
行
戎
裁
判

官
は
、
車
に
取
消
し
の
権
限
の
み
に
と
ど
ま
ら
「
そ
の
事
判
権
恨
の
全
部
J

古
川
い
る
f
と
が
で
き
る
。

γ
な
わ
ら
、
九
工
函
審
判
訴
訟
に

越
市
川
訴
訟
に
お
け
る
明
日
付
は
第
一
右
効
（
対
日
出
対
）

越
権
一
点
一
訟
の
況
法
性
判
断
は
処
分
目

審
川
訴
訟
と
は

争
わ
れ
て
い
る
わ
政
決
定
に
代
え
て
f

じ
ら
の
決
定
常
下
す
の
で
め
る
か
ら
、
人
l
F審
判
計
九
一
山
で
は
、

。

宮
が
れ
決
時
に
お
け
る
ツ
い
の
状
態
と
事
中
人
状
強
を
引
い
析
し
七
で
、
訂
政
決
定
に
代
青
す
る
自
ら
の
決
h

止
ピ
下
ド
ヲ
ン

m
Z
4
0
、

ぺ。、ァ、、、

J
A
L
一

／
山
政
裁
判
寸
？
は
、

九
九
と

プラ Jスこおける行政！;1；約締結jij科続出l

同
行
政
訴
円
五
百
状
肯
十
に
よ
り
、
行
政
裁
判
所
一
が
日
励
行
政
に
対
し
て
行
為
命
令
乞
行
う
桧
山
一
な
令
「
る
よ
ぷ
に
な
り
、
そ
れ
に
汁
い
、
教

河
川
と
行
政
庁
と
の
一
関
係
一
で
人
び
越
権
訴
訟
と
令
市
存
判
訴
訟
と
の
ド
別
に
つ
き
↓
丹
考
M
U
が
小
中
小
め
ら
れ
て
い

第
一
節

ル
メ
約
ポ
仮
話
令
訴
訟

山r
fれ
り
川
仮
命
令
訴
訟
の
概
す
（

本
速
に
入
る
前
に
、

μ司
法
に
つ
き
l
h
？
？
の
説
明
を
ー
ど
～
い
。
そ
も
そ
も
、
契
約
桁
結
を

E
味
す
る
プ
｝
「
ノ
／
マ
、
請
の
尽
話
ノ
：
〆
て

〆
｝
コ
玉
F
4
7
3ズ

5
1
小
占
め
る
が
、
リ
シ
工
一

i
ル

へ
何
回
】
ユ
ズ
「
）

は
、
行
政
μ人
約
約
結
に
持
す
る
規
範
へ
の
違
反
を
統
制

ず
る
訴
訟
を
、
一
夜
約
形
成

に
認

T
G訴
訟
t

こ
称
L
ブ｛一い

比日出

r｝
白
よ
う
に
、
ヰ
来
で
あ
れ
ば
、
契
約
問
仮
命

へJ

訴
訟
が
必
紘
一
者
名
前
の
十
九
U
め
は
〉
）
伎
の
紋
併
子
段
と
し
と
重
要
な
役
制
を
演
じ
て
い
u

る
、
｝
と
に
縦
み
れ
川
、
一
川
人
約
形
成
に
践
す

j吠
判
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る
部
川
－
ぷ
」
乙
い
〉
つ
民
誌
を
ほ
山
す
べ
き
で
あ
る
し
、

fr）、
わ
が
同
で
は

と
L
P
1白
川
田
も
は
が

般
に
は
定
着
、
以
て
お
3

つ

ず
、
れ
］
L
ろ
「
七
政
契
約
紡
桁
泡
松
に
間
同
FJ
る
心
掛
訟
こ
い
え

μ誌
を
応
い
た
ん
が
、
わ
が
臼
に
お
い
て
は
以
ノ
＼
ぽ
訴
さ
れ
や
す
い
と

与
え
、
「
行
政
契
約
締
結
過
程
に
関
ず
る
市
訟
と
い
う
田
川
請
を
用
い
る
」

ホふ
Y
戸
J

、

〈y
十
川
存
叫
一
訴
訟
と
い
う
範
時
に
、
契
約
前
似
命
令
訴
一
訟
、

リ
シ
J

ル
ば
、

行
政
契
約
約
品
川
哩
抑
止
に
認
す
一
心
訴
訟
と
？
／
て
、

（
契
約
に
由
来
十
る
）

行
政
賠
償
責
灯
、
h
k
f

ハ
宍
に
よ
γ
F

工
法
行
為
ι口
午
！
が
属
L
て
川

hv
は
か
本
と
し
て
い
る
2
札
前
つ
行
】
ゐ
に
川
三
円
前
依
命
〈
J

訴
訟
正
川
出
、
指
に
つ
い
て
、

小
人
上
で
、
越
権
訴
訟
は
契
約
執
行
か

ら
ー
分
離
し
当
る
行
為

リ
シ

J
l
ル
は
、

j
Z
H
1
 

2
1
y
F

ツ

ー
れ
締
結
2
M
一
秤
を
坦
作
ず
る
欧
州
川
共
同
体
法
一
心
法
規
範
へ
の
阜
重
宝
担
保
す
る
こ
と
を
判
舵
と
し
て
、
～
山
人
約
問
仮
命
令
訴
訟
が
叡
設
、
メ

述
べ
る

F

現
に
で
は
、

上
下
立
一
位
れ

契
約
前
ト
似
命
令
一
副
訟
は
、

／山政
f

拭
叩
ぃ
一
五
車
ハ
へ
円
。
江
市
江
戸
内
三
円
四
日

お
よ
び
L
f
i

二
条
に
同
定
さ
れ
て
い
る
リ
門
店
、
C
L
出
涼
は

一
条
に
つ
い
て
は

政
部
門
に
つ
い
て
は
律
す
る

凡
人
λ

～

片
二
一
ヨ
八
北
・
六
六

7
双
山
川
共
同
附
仲
間
令
（
弘
5
5
2
3＼
ま
い
岳
民
伝
η
何
回
寸
同
作
店
主
｝
を
凶
内
夫
施
抗
置
し
た

)L 

Jし

ぷ
十
月
凶
司
会
一
つ
辺
市
民
待
一
P
R
C
N
H
C
L
己
と

に
あ
り
、
エ
れ
ぷ
行
政
机
方
裁
判
・
行
政
控
訴

民
法
h
（（（一声一々
ハ一

2
宝
「
H

ヨ
ユ
コ
日
一

d
E
2宮
山
ヰ
ア
虫
ハ

2
F
5
2
E
5

L 

久
市
と
な
り
、
羽
布
で
は
、
行

政
裁
判
法
的
i

h

i

A

矢
と
会
っ
て
い
る
c

ご
」
ノ
ハ
ル
キ
＼
水
、
輸
送

L
4
1
h
一
条
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
引
致
ぷ
門

に
つ
い
て
規

J

け
す
る
一
九
九

一
一
欧
州
共
刊
体
指
令
二
一
三
つ
ミ
ヱ
ち
ょ
ご
一
月
二
日
早
4
2
2

q
二
白
七
九

v
T
M
H
ー一

？
＋
、
地
桂
川
？
よ
」
一
九
九
ぺ
一
年
二
月
二
九
い
れ
九
一
二
阿

六
存
法
律
（
｝
C
M
2
D
2
r
g
z
h
a
r
2
2
7コ
ロ
認
の
）

こ
み
め
川
、
一
」
一
工

？

？

乙

J
1
1

が
行
政
日
制
？
ん
裁
時
・
行
政
的
一
訴
防
法
向
上
一
一
久
本

Y

」
は
り
、
現
在
て

ω、
れ
政
絞
判
寸
法
典
L
R
五

二
条
に
な
っ
て
い

品
叫

4
官
心
y

叫
市
以
に
つ
、
て
、

リ
J
J

工
ル
は
、
行
政
松
川
リ
t
出
向
上
h
立
え
れ
か
か
裁
リ
リ
｛
E
に
足
止
権
限
を
は
九
J

L

ー一
γ
ご
、
こ
そ
が
、

円
以
も
重
史
な
進
化
で
た
る
と
ド
工
張
ヲ
る
し
ず
な
わ
ち
、

条
に
よ
れ
ば
、
裁
判
長
か

リ
シ
コ

l
ル
は
、

h
波
及
判
法
典
L
r
I
五
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品
主
役
引
反
4
7
↓に一司、
J
J
l

－

4J為
八
市
ん
て
か
っ
、
当
該
契
約
締
結
の
差
ド
め
白
い
、
平
寸
一
勺
仇

の
い
恒
守
主
命
じ
る
こ
と
が
で
き

契
約
に
関
す
る
す
べ
て
の
決
定
の
陪
令
を

p

？
ケ
｝
J
め
で
き
る
υ

こ
れ
に
対
し
て
、

ソ
シ
L
1

パ
口
、
行
政
裁
判
I
仏
典
L
五
五

ー
や
＼
仁
政
治
卜
hv
裁
判
所
長
に
、
義
務
透
反
者
に
け
刊
L
亡
、
当
政
義
務
に
従
う
v

一
で
、
行
為
ん
叩
へ
ー
を
た
ず
る
棒
限
を
有
す
る
に
辺
L
J
な
い
〉
一

直
べ

契
約
前
似
命
令
訴
訟
の
急
速
件
に
つ
J
T
、

ー

；

ーヤ
L
F
h
u

品叫
4
長
に
U

刊し

リ
シ
ヱ
ル
は
、
行
政
松
川
リ
法
曲
一
L
h
立

え

れ

、ー

C
川
以
内
一
に
川
、
上
九
を
T

一GJ
義
務
を
課
し
て
い
る
が
、
そ
の
制
裁
が
規
定
、
？
れ
て
い
な
い
、
｝
乙
を
述
べ
る
n

さ
ら
に
、
リ
シ
ー

ル
は
、
孜
前
川
妥
戸
一
に
よ
る
か
人
が
省
r
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
［

翌
九
円
一
札
前
使
命
令
高
訟
の
駐
在
む
制
約
と
し
て
、
リ
シ
よ

l
ル
は
、
原
止
円
九
』
給
、
山
車
区
、
対
象
士
出
判
明
T
r匂一

L
U
J

は
わ
ら
、

ι串

目
出
牛
ロ
透
併
は
、
／
山
政
い
は
劃
い
は
典
L
f
r
i

一
条
二
一
川
1
u

炉、

弾
約
締
結
に
利
訴
合
有
し
、
か
ぺ
、
侵
点
下
い
を
一
一
受
汁
h
島
町
能
性
が
あ
る
者
一

に
与
え
ら
れ
る
況
が
規
定
さ
れ
て
い

期
間
に
ワ
い
て
、
か
つ
て
行
以
地
方
故
判
－

h
孜
仲
「
削
院
出
典
R

第
二
に
、

プラ Jスこおける行政！;1；約締結jij科続出l

J長、
。
［
以
内
で
判
決
を
ド
す

F

戸
を
ど
め
ら
れ
て
い
た
が
、
公
法
人
が
い
が
、
約
前
仮
命
令
訴
訟
山
よ
る
品
川
J
H
命
へ
μ
は
ど
に
悶
す
る
規

主
の
遮
川
畑
中
凶
む
ナ
る
に
め
に
、
契
約
百
タ
ナ
ピ

rる
お
そ
れ
が
あ
る
と
閉
念
さ
れ
て
い

し
か
し
、
現
有
で
は
か
か
る
z弘
前
，
統
制

か
ら
の
兜
れ
る
寸
前
開
を
排
除
す
る
ス
め
、

行
政
双
判
法
則
L
f計
れ

条
一
明
に
、
士
り
、
「
行
政
地
方
裁
判
所
一
古
川
出
、
出
訴
期
間
以

zep－
－

nF
コ、

f
p
J
I
J
 

二
（
）
臼
を
終
過
L
だ
よ
さ
は
、
長
約
へ
の
者
主
主
民
苅

rる
よ
う
ム
哨
〕
る
こ
と
が
で
＃
る
L

と
設
一
L
L

さ
れ
C
レ
る
し
ー

条
に
よ
れ
ば
、
契
約
駅
似
命
令
添
訟
の

シ
マ
一
、
ル
ば
、

PK
政
l
叫判ト引い回、
L
ア

1
4

h
L
K
Y」

L
h
h

日
山
口
比
山
h
u
f
o
び

欧
州
民
可
体
法
に
校
机
ん
を
治
れ
す
る
公
明
同
義
務
と
絞
勺
協
同
義
務
へ
の
選
以
で
あ
ム
w
yし
γ
叩抗
L
三
上
で
、
か
つ
て
は
い
人
述
済
釈
に
払
っ
て

い
に
が
、

εー
で
は
宇
dk
常に山～
L
て
対
象
を
拡
張
し
亡
い
γ

句
、
」
主
長
ず
る
。

L
干
し
、
リ
シ
L

凡
は
、
契
約
前
仮
命
令
訴
訟
か
、
行

二五〈
と契
ーんt

tーポゴ
は訟も
変訂l

jづ；邑
わ ずl
はを
店主K
L、手lj

乙届

品＇； ＇コ
論刊
Jコが:ti
l十「〉

る品全
〈却
すを
な以
わ
モコ

、
完
全
日
裁
4
統
制
が
交
存
さ
れ
が
～

γも
の
で
あ
る

リ
ン
工

l
ル
は
、
裂
が
前
似
JUW今
一
舟
訟
は

訴
訟
剣
山
は
や
訴
訟
安
汗
な
ヲ
い
の 4ι ."' 

｝、ー
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内
日
間
制
約
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
射
却
は
制
限
さ
れ
た
士
主
で
あ
る
と
が
前
つ
け
る
じ

九
人
約
が
仮
命
令
訴
訟
と
い
料
怪
訴
訟
、
民
事
訴
訟
こ
の
ふ
甘
え
口
関
係

は
、
七
政
裁
川
法
川
且
ハ
上
五
五
一
条
と

L
b
v一
条
に
閑
「
る
注
釈
ピ
お
パ
ド
て
、
η

こ
の
起

方、

源
、
裁
可
官

η
権
以
、
急
迫
性
、
一
ず
が
恒
心
中
一
約
に
つ
き
、
リ
シ

L
i
ル
と
司
抗
日

η
解
説
を
か
J

る
。
し
一
ァ
ー
、
ノ
ャ
パ
ノ
ル
は
、

μ人
約

シ
ャ
パ
ノ
ル

（同）（
A
7
2
U
』ココ｝一

前
似
命
令
訴
訟
と
附
地
権
訴
訟
ζ

の
競
台
湾
係
、
長
約
前
仮
命
令
訴
訟
乙
民
事
訴
訟
と
の
鏡
台
持
係
に
つ
き
解
誌
を
し
て
お
り
、
干
の
内
一

容
を
不
す
c

ま
ず
、
契
約
問
似
命
八
J

訴
訟
と
越
権
訴
訟
と
の
競
合
均
係
に
コ
‘
号
、
シ
ぃ
パ
ノ
ル
は
、
両
者
の
均
質
が
匹
、
た
る
こ
こ
を
的

誌
と
し
た
ー
で

却
人
約

F

川
波
命
令
訴
訟

の川川
ι
家

ヘ
行
政
裁
判
法
仇
ハ
L
i
fム
ム
丸
木
）

に
山
米
ず
る
汐
離
1
う
る
行
為
は
、

で
忘
る
と
同
時
に
、
越
権
訴
訟
の

F
一
象
で
も
あ
る
と
ド
エ
張
す
る
そ
こ
で
、
ン
ぉ
パ
ノ
ル
は
、
両
者
心
性
支
に
応
仁
三
、
即
告
に
し
〈
つ

て’
h
利
な
前
訟
一
中
一
心
巡
択
で
き
る
と
結
諸
つ
け
る
た
だ

L
、

ン
ャ
パ
ノ
ル
は
、
契
約
円
以
ん
叩
へ
日
一
軒
一
訟
が
棄
却
き
れ
た
場
合
に
は
、
請
求

の
根
拠
が
同
で
あ
る
こ
と
？
っ
、
法
権
訴
一
子
の
裁
判
ね
に
よ
っ
て
成
川
力
乞
心
「
す
る
と
応
わ
れ
る
と
結
論
つ

’h

入
、
l

戸、

、
l
｝

斗
可
似
命
令
訴
訟
と
け
パ
事
訴
訟
（
羊
官
庁
止
訴
訟
）
と
の
一
一
死
一
台
関
係
に
つ
い
て
、
シ
ャ
パ
ノ
ル
は
、
向
者
か
保
起
さ
れ
、
山
弁
な
る
一
訴
だ
い
山
市
勺

亡
ム
帯
型
L
r

判
決
さ
れ
る
限
ペ
原
告
は
、
川
乙
清
水
に
お
い
て
同
位
引
に
内
者
の
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
〉
が
可
能
ご
あ
る
と
持
論
つ

町
川
二
時
十

如
い
ん
約
前
仮
ノ
刈
ム
戸
前
日
仏
及
判
ハ
円
の
比
作
川
悦
い
弘
張

治
則
治
山

〈
じ
（
ソ
一
ハ
ヰ
ペ
ソ
一
月

J
U
R判
決
（

1

ア
〆
ジ
ナ
ピ
パ
古
川
判
決
」
）

コ
ン
ヤ
イ
ヱ
－
f

タ

4

J

七
f
コ令「
T

タ
ハ
～
（
ノ
六
咋

。ι二
心
日
判
」
同

い
｝
の
川
叶
叫
円
台

7
1
J
、
ン
ょ
！
こ
ル
市
判
、

i

」〆

ζ
M
V
4
ふ

は
、
行
政

〆

1
2ー、

裁
吋
件
、
向
八

L
4
ι
一
一
条
に
準
拠
し
て
M
K
約
川
仮
命
令
訴
訟
裁
吋
｛
E
の
権
限
会
心
拡
張
1

ぶ
u

本
4
J慌
の
宇
半
一
快
要
は
、
次
号
δ
h
で

為
る
ー

1> 久

オ
円

I
ていほ什
t
T

小
教
的
河
川
心
苦
連
盟

オ
円

I
ス
戸
（

Y
Z｛ド
レ
）

，~， 

'f 

ノ

ン

jし

市
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（
｝
り
空
一
雪
山
川
吋

CU
巳

2
C
2
2
2

ハ一生一（
Z
f、々

え
げ
は
童
会
鍛
セ
ン
タ
ー
」
？
円
ギ
余
椴
セ
ン
タ
ー
の
笠
間
運
営
を
ド
的

r
す
る
μ人

約
作
r
一縞

j

九h
J
i
J

た

1

J

か
し
、

オ
リ
3

X

4
汁
’
ホ
設
的
慈
＃
円
述
同
血
は
阿
部
紛
争
を
引
き
担
ご
1

〆
た
ヒ
め
、

F
ノ
ン
、
ン
ナ
ド
一
八
市
長
は
い
川
人
約
更

新
、
「
叫
い
じ
H

だ
ワ
ヲ
ズ
北
（
市
教
的
芯
青
山
地
問
に
通
却
し
た
ο

そ
こ
で
、

オ
寸
下
ズ
非
j

市
教
的
知
立
古
川
込
崎
川
は
、

ア
ミ
γ

ン
ノ
「
政

仙
地
方
裁
立
川
に
半
件
契
約
給
付

iu杭
η
戸
止
め
を
求
め
て
契
約
九
前
仮
命
令
訴
一
沙
問
中
内
山
臼
ん
じ
た

U

「J

寸〕ハ
1
J
j
l

（
〔

f
l

月
一
日
に

γ
ミ
ア
、
J

行
政
池
ト
力
裁
判
所
は
、

オ
ワ
l
x
非
示
教
的
谷
青
山
述
内
一
け
請
求
を
認
容
「
る
判
、
討
を
～
し
た
。
し
か
し
、
ア
三
ン
J

↑iν
一
ル
市
は
、

ミ

7
ン
行
戎
地
刀
法
判
一
究
一
ひ
っ
六
ヰ

い
九
二
日
判
決
の
破
散
を
求
め
と

コ
〆
七
r

J

・
デ
タ
に
一
江
円
し
た
〈

J

J

七
ノ
コ
・
ヂ
タ
は

本
件
山
川
入
お
り
法
的
注
目
明
付
け
を
し
た
持
、
に
、
F
V入

w
勺

1
1
Mド〈
L
h川、日

C
C
六
年

C
月
二
f

J

日
に

ト
似
ハ
叩
ヘ
J

訴
一
訟
妓
判
い
f

C
職
校
に
某
づ
い
て
、

次
の
よ
～
つ
に
判
決
を

F
し
た
わ

「一ンヤ一

f
二
・
デ
タ
は
、
次
ハ
U

川
崎
山
内
か
ら
、
本
作
明
、
約
が

宮
公
け
契
約
で
は
な
く
必
叫
ん
務
委
託
パ
人
め
い
て
↑
め
る
と
紡
議
づ
け
る
υ

す
な
わ
ら
、
第

に
は
、
木
叫
寸
刈
人
約
が
、
育
行
余
限
て
／
タ

1
、

プラ Jスこおける行政！;1；約締結jij科続出l

ア
ン
ジ
コ

i
ビ
ル
市

1

青
』
？
？
J

タ
i

ん
ど
い
刈
象
と
し
て
公
役
務
の
泊
所
を
弘
人
に
委
託
す
る
こ
と
乞
一
片
的
と
す
る
契
約
で
あ
る
か
3

口

h
u
u

本
判
契
約
一
り
収

p

ハ
川
の
四
分
心
一
が

J

糸
川
怖
い
川
け
使
用
料
’
ぷ

却
の
分
担
♀

利
用
川
区
数
に
ホ
り
〆
た
家
族
子
レ
I

立
あ
り
、
お

ど
っ
亡
情
比
さ
れ
て
い
る
か
己
で
あ
る
フ
ま
り
、
本
け
に
お
し
て
は
、
施
及
利
用
者
か
ら
万
ワ
ズ
井
小
設
的
慈
善
連
盟
に
対
7

して

ぷ
質
的
工
品
作
役
務
の
一
版
行
即
応
と
関
係
川
ず
あ
る
す
方
り
v
X
非
一
万
教
的
必
需
述
同
山
～

の
川
市
十
人
と
を
の

日
的
に
関
一
j

る
限
り
に
お
い
亡
、
本
件
山
山
人
約
は
、
’
h
公
庁
契
約
と
対
さ
れ
る
べ
き
仁
は
往
く
、
公
F

役
務
4

公
託
川
山
六
約
／
一
山
肝
さ
、
れ
る
穴
ふ

あ
る
口

L
～
ー
が
っ
て
、

ゴ
〆
ヒ
イ
ユ
a

デ
ャ
は
、
契
約
給
的
過
程
へ
の
規
制
に
つ
い
て
、
巨
公
庁
保
約
に
刊
拠
了

J

る
の
で
は
な
く
、
公

役
務
委
託
μ人
約
に
適
用
さ
れ
る
池
万
公
共

H
体
般
法
山
ハ
L

R

引
が
規
定
す
る
よ
う
同

公
法
人
に
よ
る
公
役
務

とζ
q、

沢
町
J

白
刀
、

T
J
主、

J

ロ
毒
事
l
v

呪
行
法
闘
に
持
す
る
限
り
、

告
ち
一
心
十
川
に
l

民つつ

コ
J

ヒ
イ
コ
・

7
タ
に
お
ρ
て
デ
ク
レ
で
一
－
小
さ
孔
～
粂
が
い
に
ぶ
つ
い

て
、
競
納
者
か
ら
の
複
数
の
中
ヰ
明
記
市
を
川
お
か
ノ
る
ん
ム
舵
千
続

？
も
り
て
丸
り
、

司、ー、

y
J
一一

」

j

v

地
ん
ハ
ザ
パ
マ
品
川
和
一
般
法
組
ハ
上

－，~ 
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一
条
ま
で
の
荒
｛
一
心
は
、

公
役
務
委
託
契
約
い
は
、
旭
店
主

グぇ1

3庁、

同一
A

条
か
ら
L

同

て

れ-l」

fcuZ
契
約
が
係
官
叫
1

）
た
す
べ
て
の
期
間
刈
に
お
い
て
支
出
さ
れ
る
べ
き
市
街
が

4
あ
た
り
一
（
｛
、
一
ハ
C
ハ
い
い
の
一
ユ
ー
口

を
超
過
L
な
い
と
き
、

引
い
1
1
契
約
が
一
一
年
ー
を
徒
過
し
江
い
開
刑
判
に
わ
ず
九
り
保
守
H
L
L
お
り
、

かっ、

年
↓
中
山

f
り
ハ

八
C
C
O
ユ
口
を
担
、
一
却
し
白
い
午
、
き
ピ
は
、
安
託
主
主
主
は
、

L 

l司

こ
え
れ
の
規
定
に
よ
り
机
F

心
的
な
公
苅
牲
に
準
拠
す
る

U

べ
き
で
あ
る
乙
U
7吠

TQU
コ
J

か
か
る
公
司
性
心
誠
式
に
つ
い
と
は

コ
ン
セ
イ
ユ
・
テ
タ
に
お
い
て
、
ー
ク
レ

セ，
d

J

プ
タ
は
、
本
件
契
約
が
仏
I

泌
す
べ
き
淀
川
氏
締
結
辺
校
へ
の
河
凶
刻
、
こ

L
て
、
地
方
公
共
ヨ
体
般
リ
典
L
一
方

条

砲
、
川
上

条
仁
子
Jを
不
し
f
～
一
で
、
本
汁
梨
批
緒
川
利
子
続
が
説
日
加
者
か
ら
の
絞
殺
の
申
請
淀
川
引
を
JdrJ
る
公
杭
4
l
J

続

戸出一

に
準
拠
し
て
い
な
い
の
で
、
公
役
務
委
託
公
約
締
結
］
絞
に
述
反
L
て
い
る
1
3
k

指
抗
す
る

ν

ゆ
え
に
、

C'I 

す
ン
ヤ
イ
ェ
・
一
ア
タ
は
、
本
件

知
人
約
が
公
役
務
安
託
契
約
締
結
［
絞
に
速
決
し
て
締
結
さ
れ
て
い
る
の
て
、

オ
ワ

1
ズ
ホ
宗
教
的
芯
，
五
円
連
性
u
m
d
均九冗約前れ似～叩八「
H

訴
訟
や

提
起
ず
る
こ
じ
〆
が
で
き
る
と
計
八
一
市
つ
け
る
υ
Z
M
」で、

ゴ
ン
い
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
行
政
裁
川
目
出
品
川
L
4
h
一
一
条
が

史
的
引
け
仮
へ
州

八υ訴
訟
裁
判
ち
の
権
限
と
し
て
、
行
政
山
い
付
す
る
行
為
命
令
F

ピ
発
令
す
る
権
阪
、

hm
ペ
約
納
付
給
γん
止
め
た
い
し
契
約
に
問

F
る
ナ
べ
て
の
－

決
定
の
履
行
主
ド
め
ー
守
、
な
い
ヲ
権
限
、
市
一
ー
出
契
約
に
規
定
さ
れ
た
契
約
条
項
1
4

い、

r幻
｛
一
品
生
以
り
消
す
権
限
を
規
定
し
て
い
る
；
府
摘
す

ザハ》、

1
J）

J
l
～

っ～〆中一

f
i
・
デ
タ
は
、

月

ヨ
判
決
の
攻
泊
、
三
ア
ン
／
乙
ピ
ル
巾

F

ミ
F
J

ン
行
政
地
方
裁
判
所
一
（
U
の
一
ハ
ー

に
よ
る
ん
ホ
照
セ
ン
々
、
乙
青
年
七
／
タ
ー
に
悶
「
る
公
役
治
委
託
契
約
の
取
消
し
、
ア
ン
ジ
ム
ド
ル
市
に
も
仏
プ
匂
士
張
の
烹
却
vT
ず
る

, ..ι 

口第

マ
ン
、
J
1
1
ど
ル
市
判
決
」

ロ

論
川
市
は

に
お
け

Q
D
－
カ
サ
ス

ffn 

一幻一

y

J

ジ
ェ

l
仔
ル
市
判
決
に
際
し
亡
、
前
川
門
川
店
心
l

（パで
d

め
る
カ
サ
ス
h
M
そ
の
論
告
で
、
次
の
よ
う

ι提
案
し
た
c

三
千
rj

、
h

d

l

之、主、

フ
4
一
j
i
l
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契
約
必
仮
ノ
ヱ
訴
訟
裁
判
「
け
の
権
限
に
つ
い
て

判
決
に
よ
っ
て

F
d

】ゴこ
2
5－
保
誌
を
な
「
絶
対
的
な

性
質
を
UN守

γ
る
た
め
の
規
範
は
実
際
仁
は
少
な
い
が
、

行
政
裁
判
法
的
L
4
h
一
一
条
の
制
り
に
に

ι
り、

恒
一
れ
が
佐
川
止
さ
れ
て
い

一
の
は
渦
土
の
い
〈
／
）
な
っ

た
L
か
に
全
面
審
判
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、
専
門
技
術
的
な
性
預
を
布
び
た
事
案
に
闘
し

て
は
、

カ
サ
ス
は
、
選
挙
訴
訟
、
危
険
川
崎
談
、
注
惑
施
設

請
求
方
符
を
越
え
て
」
斗
川
泌
を
一
、
さ
な
い
ご
述
べ
に
（
yJ

一
心
例
と
し
と
、

（お一

La
い
L
X
街
中
施
設
を
対
象
、

rvbf、
訴
訟
な
列
挙
」
つ
る
）
n

次
い
で
、
ス
付
ス
は
、
契
約
川
仮
命
令
誌
一
…
＝
n
裁判川｛
E
D
権
限
を
考
祭
？
？
る

際
に
考
E44川
一
見
す
る
十
一
引
を
一
つ
不
し
に
。
す
な
わ
ち
、
第
に
は
、
抗
争
の
浴
用
と
公
的
に
渇
す
る
欧
川
川
井
川
休
二
山
渋
川
服
誌
に
け

ず
る
迫
一
況
を
ふ
d
F
J
G
制
民
正
却
設
か
義
務
つ
‘
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
わ
、
山
パ
人
約
削
似
命
ノ
リ
帯
広
が
創
設
予
れ
、

契
μ
札
前
悦
命
令
訴
訟
款

判
官
（
U
M
刊限
mr

行
政
決
定
と
い
し
か
人
約
条
疫
を
取
消
L
、
し？コ、

］ザ

Nf～

？？
L
i
 

－

h

J人
約
、
削
仮
命
令
訴
訟
裁
判
立
は
、

品
別

対
し
れ
為
命
令
古
発
す
る
こ
と
が
で
詮
る
柊
限
を
有
し
て
い
る
第
二
へ

コ
〆
セ
ィ
コ
・
一
ア
夕
刊
決
は
、
契
約
前
仇
〈
叩
人
J

一
副
訟
裁
判

プラ Jスこおける行政！;1；約締結jij科続出l

ガ
ナ
ス
は
、
川
川
述
の
占
JY
枚
お
L
た
叫
恥
ド
ポ
と
し
て
、
次
の
下
せ
つ
に
結
論
つ
け
た
日cm 

原
告
が
契
約
リ
サ
仮
お
令
訴
訟
JY
知
っ
と
い
る
場
入
品
川
と
お
コ
て
も
、
広
告
か
、
実
際
に
は
、
行
政
に
い
対
し
＼
山
川

氏
一
し
な
い
し
必
々
九
三
山
下
項
の
や
り
声
い
な
ん
T
｝
勺
こ
と
を
、
村
人
約
前
似
命
令
訴
訟
裁
判
JHに
対
し
て
請
h

よ
し
な
い
、
一
川只S

 
E
 

下、人X
 

F
 

｛
日
に
証
制
限
か
つ
A
L
一
阿
審
査
権
限
を
認
め
て
い

ー
な
わ
九
、

ウ
ヲ
ス
土
、

：
↑
！

j
t
 

心
主
芹

ιめ、

契
約
前
仮
命
令
一
市
ム
品
川
品
判
官
に
対
〕
て
、

と
結
論
つ
け
た
、
挨
一
μ
「
札
一
円

ウ
サ
ス
は
、

省、
i
e
2

、

£山
2
1
i
カ

げ…V4
人げ
Lv

いムか
tf
，G
、
も
の
で
ふ
め
ろ
よ

J

／
）
も
、
競
争
泊
月
五
弐
務
ノ
」
公
開
義
務
に
問
」
7
る
規
範
へ
の
違
反
を
M

し
止
め
る
行
め
に
、
契
約
前
仮
命
令
す
訟
ふ
判
官
が
F

七
五
百
二
日
持
限

ぃj

3
j千
、
2

3

1

本
れ
契
約
の
法
的
制
円
山
市
旬
日
に
つ
い
て
、

一
口
公
円
づ
い
川
九
約
と
公
役
務
委
託
μ人
約
と
を
区
別
す
る
＋
折
半
ん
と
ち
起
用
し

XF」、つに、

カ
サ
ス
は
、

て
、
木
作
何
人
J

れ
に
お
い
て
本
れ
契
約
が
官
公
J
児
約
で
あ
る
、
き
で
あ
る
と
私
見
を
民
不
L
九一
n

す
な
わ
ら
、
本
件
再
訟
存
料
引
に
よ
れ

ば
、
十
品
川
洋
次
批
の
紅
一
川
有
に
よ
る
負
制
刊
が
本
件
山
山
人
I

れ
に
一
向
け
る
青
年
七
〆
タ
！
と
ん
小
阪
セ
ン
タ
ー
の
卒
業
収
拾

ιー内的～



る
比
誌
が
ハ
p
t

パ
7
1
d

ン
ト
で
あ
る
の
ピ
沖
し
て
、
ア
ン
ジ
）

i
ピ
ル
市
か
つ
の
補
助
が
、
プ
＠
ワ

1
1
i
叶
り
小
設
的
慈
善
連
盟
に
r
h
り
予

滅
さ
れ
た
状
、
仰
心
凹
パ
、
セ
〆
ト
で
あ
る
と
の
事
ー
だ
が
計
拠
と
L
て
ぶ
さ
れ
て
い
令
。
そ
こ
で
、

カ
サ
ス
は
、
前
述
の

つ
の
事
会

収
品
苧
か
円
Jγ

ン
ジ
ス
v

ピ
ル
十
円
に
よ
る
－
約
一
助
金
を
凶
作
除
し
て
江
市
マ
を
、

dH公
庁
契
約
、
ぶ
λ

役
務
委
託
収
、
約
乙
を
U

比
例
目
ア
る
蒸
準

わ
と
J

、
受
任
者
が
総
資
張
。
一
ヘ
リ
ペ
セ
ン
ト
J

い
と
九
一
ら
契
約
稜
／
れ
上
の
危
険
、
と
し
ご
む
川
相
一
じ
て
い
h

れ
ば
官
公
｛
J
契
約
と
な
る
と
い
h
ぷ

平
）
を
消
用
し
て
、
本
件
契
約
刀
官
公

υμ
人
口
約
で
あ
γ
Q

べ
き
で
止
め
る
り
山
花
性
を
不
咳
す
る
に
と
こ

刀』

' 

カ
サ
ス
は
、
－
有
効

金
の
性
質
守
口
に
照
ら
し
て
考
察
I
、
本
件
犯
約
は
公
役
務
委
託
J
人
約
で
込
り
、
地
方
公
共
直
体
般
法
典
L
一
五
一

条
以

の山胤
itι
準
拠
し
て
締
結
さ
れ
る
べ
主
で
た
っ
た
と
紡
一
日
前
づ
け
て
u

第

l!c 

ド

づ

1
1
日

～

日

l
V
H
m
v
z

［
山
J
F

U
L
λ
呼

F

デ
キ
lli
同
門
前

h

止
の
ア
シ
ジ
コ

l
ピ
ル
市
判
決
（
ア
シ
、
ン
コ
i
ビ
ル
市
判
仇
）
が
ド
さ
れ
、
？
っ
、
ア
ン
ジ
ム
i
ピ
バ
市
判
決

（

U
I
f珊
川
口
て
刀
サ
ヌ

が
公
表
さ
れ
f
、
｝
と
い
よ
り
、
契
約
詩
紋
へ
叩
令
訴
訟
仰
は
判
官
権
限
の
拡
張
い
小
な
さ
れ
た
と
の
お
今
日
の
論
説
や
L

ま
ず
、

F

／
ジ
？
ピ
ル
2

川
刊
渋
お
よ
び
カ
サ

P

へ寸一州中

ur－
素
材
と
、
〕
て
、
持
約

F

明

デ
）

i
は
、
一

u、
り
の
プ
削
一
恥
に
お
い
て
、

似
人
市
九
訴
訟
裁
判
’
け
の
権
限
ほ
張
上
？
な
さ
れ
z人
」
と
を
ど
一
円
、
二
次
い
で
、

p
j

シ
ジ
ュ
ー
ピ
バ
市
判
決
中
山
よ
び
た
ず
斗
？
之
師
白
を
宏
、
府
と

ャア
」

巾
「
市
川
先
的
刊
の
法
的
性
点
一
l
kい
け
を
す
J

る
v

ノ
」
に
よ
っ
て
、
当
説
先
約
紡
ぷ
手
続
に
い
か
主
る
法
が
泊
尽
き
れ
匂
べ
き
か
を
提
不
し

1hz
’r
一、」市、

牛
私
で
は
、
一
ア
7

3

の
論
説
掛
川
ぷ
に
叩
mrt
〆
つ
つ

の
リ
市
川
引
に
つ
き
筆
を
ぷ
は
め
た
い
〉

デ
ム
ー
は
、

ぃ
円
古
川
朽
問
仮
命
令

J

「
訴
訟
裁
判
J
h
の
権
限
拡
張
に
つ
き
ょ
J

祭
「
る
に
あ
～
り
、

ま
ず
、

μ
人
約
川
仮
命
令
訴
訟
裁
汁
官
の
権
限

に
つ
き
行
政
裁
刈
法
典
L
l
η

条
に
規
定
ミ
れ
た
権
限
を
不
L
、
次
、
で
、
ア
シ
ジ
ょ

i
f
ル
市
判
、
役
と
カ
止
庁
ス
〈
訓
告
心
巧
JU

に
つ
レ

J
d簡
が
h
！

L
C
L
る
u

本
格
で
も
、
一
r
f
F

！
の
へ
耐
説
に
準
拠
し
つ
つ
羊
J
E
進
め
た
レ
ヂ
マ
一
ー
は
、

忍ん
μ札
前
悦
命
令
訴
訟
款
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判
官
心
持
限
L
Y

し
て
、
契
約
締
結
に
如
何
し
て
公
開
設
扮
h
fえ
込
山
町
寺
池
町
義
務
造
反
者
に
対
す
る
行
為
命
令
、
最
終
的

7
段
〉
注
げ
て
の

川
」
政
契
約
に
悶

γ
る
決
定
の
取
消
3
1
r
誌
μ人
約
約
却
の
み
止
め
、
山
ー
山
花
約
条
ハ
J
C
修
正
が
あ
）
、

の
品
川
閉
山
が
「
ヰ
閉
求

7

一
谷

とを
1 島主
張え
す て
る込 l

。己主

デ＇ t1
L IJii 

I fit 
l士許

訴
S戸、
白内
iι 

TI 

_, 
T 
lj: 

た」
;re 

る
マ

liJj 
f:!J 
t汁
帝

《一判官
2
2
5
0三
十
情
成
」
ヲ
る
も
の
で
あ
る

か
か
る
原
則
に
依
拠

L
つ
つ
、

ア、
7
ン
ー
ど
ル
ー
山
リ
リ
L

吸
が
、
山
山
人
約
、
川
仮
命
令
訴
訟
裁
1
1
官
が
行
使
？
と
つ

る
す
べ
亡
の
長
終
的
手
設
を
駆
使
し
て
、
行
政
に
刻

L
て
当
該
契
約
宮
々
引
を
延
行
ん

4
0
J

る
よ
う
に
命
じ
た
り
、
当
設
h

史
料
ト
リ
へ
＋
与
の
作
成
の

正
で
拡
院
し
心
と
、
汁
ど
ん
的
に
評
悩
λ
q
J
る
c

し
か
し
、
↓
ア
λ

ー
は
、
全
日
審
判

み
た
ら
ず
代
刊
行
的
所
決
汲
の
L

「
丸
一
一
小
を
な
［
「

訴
訟
に
お
‘
打
る
裁
判
一
円
、

ν円
ら

h
v
c
紛
争
古
併
決
す
る
い
一
と
が
て
一
ざ
ゐ
と
お
市
川
し
な
が
ら
も
、

ノ
／ 

/ 

L 

υ 

Jレ
市

判
決
が
行
っ
た
よ
ろ
な
、

当
訟
契
約
言
名
の
延
期
吉
命
じ
る
行
為
命
令
、
山
町
i
！
出
契
約
よ
需
の
作
成
心
み
ロ
ら
ず
代
詩
的
解
決
策
心
根
不

プラ Jスこおける行政！;1；約締結jij科続出l

に
つ
い
て
は
、
ま
コ
ス
く
本
来
的
位
転

j

既
て
心
判
決
に
依
拠

L
こ
い
な
い
の
で
、
契
約
前
仮
命
令
訴
訟
裁
新
山
の
桜
阪
行
使
l
L
し
て
泣

日刊一

切
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
巧
羽
が
あ
う
に
と
と
も
付
門
し
？

し
h
f
し
日
ltm、り、
戸

コ

l
i
ゃあ、

v

i

 

越
権
訴
－
弘
と
芸
止
め

ν
フ
工
レ

一同内川町内叩岡市

mcz）
内
門
的
宍
》
ロ

が
行
政
契
約
心
法
的
統
制

f
段
と
し
て
契
約
時
仮
命
令
訴
訟
に
代
容
す
る
機
能
を
京
た
し
て
い
な
い
こ
と
ψ

与
店
、
す
れ
ば
、

ア、
J

V

ン
1

1

ピ
ル
市
判
決
市
ム
ム
ハ
約
前
依
命
九
一
訴
訟
に
伝
け
る
裁
判
汁
栓
院
を
拡
張
ど
と
一
と
は
、
契
約
ノ
酌
似
命
令
訴
訟

の
長
所
ぃ
小
手
ら
ど
強
化
さ
れ
て
い
る
と
坦
併
で
き
る
の
で
笠
ま

J

い
と
結
論
。
つ

ア
-' 

（主

契
約
前
仮
命
令
裁
判
官
の
惇
阪
弘

カ
サ
？
へ

J
Pー
で
続
不
手
れ
た
問
所
叫
に
2

山
内
今
一
、
縄
砕
に
ん
U

汗
的
的
な
草
地

7
4
ニ
守
二

X
5
5
2

張
に
つ
き
、

一γよ
め
る
ζ

一山首

ず
な
り
ち
、
一
ア
7

3

は、

古
川
匂
ス
論

Z
が
、
契
約
締
結
過
程
に
悶
ず
Q
I仏
胤
純
の
道
pfJf伊
保
了
J

る
と
い
う
1

日
的

似
し
に
い
る
。

に
川
じ
亡
、
裁
判
Jh
の
権
限
の
ん
十
却
を
行
使
し
て
↑
恥
斉
の
解
決
策
を
な

3
し
い
の
る
口
、
に
お
い
て
、
ム
日
斗
的
り
山
川
な
鮮
抗
議
で
あ
る
と
市
有
一
川

一凶一

L
て
J

る
。
ー
か
し
、
平
ォ
は
、
カ
サ
ス
論
告
が
た
不
し
た
解
決
奈
が
、
次
に
不

γ謹
白
か
ら
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
J

ど
訴
訟
費
ノ

円
し
る
し
な
々
、
芯
ら
、
デ
ー
ー
は
、

カ
ザ
ス
前
川
口
て
h
v
h
つ
命
日
刊
市
町
Jな
基
準
を
汎
用
FJ
れ
同
、
契
約

F

川
市
吐
命
令
改
判
一
寸
に
と
っ

t
は
一
日
ら
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の
陥
阪
の
八
叱
M
m
が
別
紙
で
は
な
い
た
め
に
訴
訟
運
用
に
い
又
何
日
乙
き
た
す
か
ら
ご
い
あ
り
、

ほ
告
に
〉
っ
て
J
U
村
人
約
前
仮
ム
哨
へ
υ裁
判
官
の
権

限
が
川
市
で
な
い
た
め
に
－
品
え
J
V
一
提
起
す
る
場
合
に
fm
刊
行
併
を
渋
る
か
り

4
d
h
i
を
ぶ
す
の

L 

：主

川
ゴ
政
契
約
の
法
的
性
柄
引
甘
い
け
に
つ
い
て
、

古
ザ
ス
論
任
門
に
送
拠
し

川
契
約
で
あ
る
乙
い
う
叱
詑
性
を
不
定
し
つ

つ
も
公
役
務
仁
会
託
児
約
で
よ
め
る
こ
結
論
つ
円
る
2
γ
7
r川市止を
J
L吋

M
M一以内

J

f
f
J
i
i
三
ル
市
4
J慌
に
キ
拠
L
つ
つ
、
当
該
何
人
Jれ
が

公
役
務
妥
一

i

川
県
が
れ
に
該
当

γ
る
こ
結
論
つ

γ
ば
わ
ち
、
デ
コ
は
、
ア
ン
J

I

B
－

γ
一
ル
市
川
同
に
却
処
し
つ
つ
、
京
社
UM約
総

抑
制
が
一
最
低
削
沖
約
一
つ
六
の
へ
一
パ
ノ
ユ

l
口

（
地
刀
公
共
週
休
般
法
典
L
一
河
一
一
一
一
条
（
号
〉

て
い
ス
町
内
J
4
ムか
Jラ↑

検
訓
し
、
本
件
必
約
の
一
本
政
士
対
象
と
し
f
い
使
用
料
一
お
」
び
一
市
、
同
小
心
分
担
刊
金
、
家
技
人
十
」
汁
九
州
説
と
し
た
給
付
北
川
金

,c, 

' ' 

一
C
六
C
O
O
ェ
1
汁
を
沼
過
し
て
い
る
こ
と
乞
慌
認
し
、

ゆ
γ
え
に
、

本
条
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
的
時
化
さ
れ
た
手
続
が
公
役
務
委
託

知
人
約
の
締
結
に
治
制
さ
れ
る壬号

十

契
約
前
仮
ん
巾
人
V
訴
ペ
バ
裁
判
告
の
権
以
批
張
に
つ
い
て
の
理
論
的
検
証

ま
ず
、
均
約
リ
引
仮
命
令
訴
ぷ
裁
判
自
の
権
限
必
技
に
つ
き
品
じ
た
し
い
し

ア
ザ
ジ

7
i
ド
ル
市
判
決
は

行
政
ぷ
判
法
典
I
五
ハ

一
条
J

V

」
絞
拠
：

J

て
、
打
人
約
前
似
命
令
訴
訟
裁
判
（
円
の
校
阪
と
、

J

て
、
行
政
に
対
十
ゐ
行
弘
命
令
党
令
権
限
、
契
約
締
結
r
k
k
惇
阪
、

契
約
に
闘
す
る
す
J

て
の
ぽ
止
の
隠
ノ
「
＋
バ
土
権
限
、
契
約
条
政
お
よ
び
約
む
の
公
史
佐
川
問
、
契
約
紡
弘
元
権
限
が
あ
る
ζ

指
析
し
ゃ
ー
一

卜
で
、
本
科
三
役
務
丸
山
出
店
契
約
合
成
れ
中
川
L
た

3

こ
れ
に
対
し
て
、
力
汁
一
人
前
打
江
川
、
七
政
裁
判
法
”
M
L
i
b
－
－
鼻
、
を
板
拠

r
L

人q
U
A
lつ
も
、
い
交
が
れ
問
仮
命
令
訴
訟
が
ー
請
求
内
ハ
什
を
越
え
て
」
川
？
討
会
一
h

す
で
人
面
容
吋
訴
訟
に
烏
す
ゐ
訴
訟
認

m
「
戸
、
劃
設
六

亡
、
原
告
が
、
契
約
川
仮
命
令
訴
訟
松
川
リ
告
に
刈
L
f＼

粂
に
規
4
4
J

バ
れ
た
契
約
前
似
命
令
訴
一
訟
栽

L
K
J
4
 

川
台
一
］
正
住
民
、
L
U
じ
て
い
q

か
去
る
権
恨
の
行
’
史
主
ぶ
ぬ
る
の
か
を
片
山
則
的
に
限
定
FJ
る
必
交
は
な
く
、
ド
に
一
一

FFト
d
m刷
義
務
と
公
開
菜
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緩
い
閲
す
る
規
範
の
途
反
を
王
、

γι
め
る
た
め
に
、
契
約
前
似
命
令
訴
訟
裁
判
rHが
者
す
る
権
限
を
行
使
f
Qよ
う
に
請
求
す
べ
き
で

あ
る
と
結
論
コ

（
こ
れ
が
、
合
司
ー
的
的
な
基
準
L

で
あ
る
）
0

1

｝
か
し
、
テ
ナ
は
、

γ

ン
ジ
1

1

ピ
ル
川
判
決
を
え
山
河
｝
ノ
ハ
ノ
コ
、

ド
仁
政
裁
日
渋
川
（
L
斗
I

日
一
一
条
を
ね
拠
〆
、
｝
｝
て
、
契
約
前
似
命
令
訴
訟
裁
判
4
h
の
佐
川
問
中
一
川
川
、
や
1

）
て
い
る
戸
、

L1γ
解
決
議
し
に
は
い
7
し
な
か
っ

カ
サ
ス
誠
一
円
が
採
尽

九
一

l
〕、
Fnリ
J

V

力
サ
ス
論
告
が
日
夜
附
L
た
に
う
に
、
一
ム
ロ
叶
門
的
山
川
な
茶
準
」

月
九
州
拠
？
／

γ

原
告
が

契
約
前
似
命
令
訴
訟
を
提
起
す
る
河
的

契
約
締
結
法
科
に
お
い
て
抗
争
適
川
市
義
務
乙
公
司
詩
誌
の
辺
守
を
担
保
す
る
と

い
竜
一
〕
刊
叫
に
心
じ
、
、
契
約
前
民
命
ム
寸
一
方
訟
裁
判
官
の
職
権
に
よ
い
り
、

な
人
に
対
「
】
I
G
権
利
以
済
子
殺
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
は
望
ま
し

十
い
司
）
し
か
し
な
が
ら
、
吉
川
口
U

に
よ
れ
ば
、
一
台
判
的
約
な
片
品
幣

こ
と
に
よ
打
作
じ
る
附
パ
U17下
有
志
し
引
と
w

〈
す
な
わ

ち、

7
1
1
は

公
約
削
十
収
ム
叩
〈
J

訴
訟
裁
判

y

コ
一
心
棒
限
品
目
凶
が
小
引
碓
l
k
h

品
。
こ
と
に
よ
う
と

か
か
る
弊
宍
と
し
て

一s刀
で
は

プラ Jスこおける行政！;1；約締結jij科続出l

知
人
約
前
h

似
命
令
裁
が
い
引
い
に
と
っ
て
は
」
川
訟
運
用
JL
支
問
団
安
き
だ
す
、
」
と
が
危
悦
ハ
宇
和
、

る
結
合
に
不
刊
心
ん
ど
殺
る
一
、
と
が
ん
広
町
さ
れ
る
と
、
川
悦
念
を
一
ボ
J
3
U

手
、
り
に
、

史
的
リ
同
仮
命
令
プ
品
訟
に
お
い
て
も
、

」
の
実
現
が
同
謀
で
。
あ
る
と
作
梢
ず
る
。

似
〕
ト
ヲ
戸
、
＼
玉
、

｛

－

一

J
L

と
コ
て
も
お
え
を
提
起
す

に
い
ノ
～
ン
エ
ー
ル
は
、

裁
判
円
行
い
の
権
以
手
ワ
嘉
す
れ
付
、
完
全
な
裁
判
統
制
（

g
E
z
r
t
z
E出

ゆ
え
に
、

刀
汁
ス
前
川
μ
の
合
戸
的
的
な
法
注
は
、

y
こ
れ
肉
体
と
し
て
は
的
聴
に
値
す
る
見
併
で
は
あ
る
が
、
問
止
の
退
出
か
っ
、

々
ぃ
ス
ヘ
嗣
丘
円
に
』
h
i
J

寸
る
こ
と
は
で
き
ず
、

F

ン
ン
ュ
ピ
ル
市
判
決
伝
よ
ひ
デ
？
の
見
解
が
探
戸
い
γ
J
J解
決
策
宮
支
持
す
る
じ
わ
が

契
約
問
仮
命
人
l

泌
訟
を
ソ
一
子
へ
ず
る
に
あ
た
コ
て
は

「
ム
？
河
内
的
な
基
搾
」

に
刊
川
し
た
立
法
論

回
に
お
い
て

裁
判
官
の
権
限
子
明
記
さ
れ
三
d
渋
に
地
？
拠
ー
｝
つ
つ
、

原
告
が
提
起
1
J

た
訴
え
に
に
U

1

ご
～
解
決
策
を
掠
不
ず
Q
方
法
h
7て
が
＼
わ
が
凶

に
お
い
と
訓
和
的
で
お
ろ
、
寸

次
に
、
本
件
契
約
心
法
的
性
慌
に
つ
き
論
じ
た
り

7
〆
ジ
ム

1
ニ
ル
市
斗
決
は
、
本
件
契
約
が
公
役
務
委
託
契
約
で
為
る
こ
断
定

一品川）

一久市
F
L

口
勺
に
栴
拠
し
た
公
同
社
4
l
J

続
か
ト
丸
山
泊
さ
れ
J
G
と
判
決
を
卜
し
た
〈
こ
、
れ
に
サ

仙
川
！
々
公
内
ハ
正
体
一
般
法
典
L

1
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J

亡、

万
サ
ス
払
川
口
は
、
ま
ず
同
公
げ
契
約
ζ

公
役
務
妥
託
契
約
と
を
Mm別
寸
る
法
市
立
遇
い
い
J

二l
－
、
ん
叩
川
け
契
約
げ
か
官
公
ド
け
い
先
約
L
y
t
d

り
う
る
川
詑
性
J
f

小
喰
1

v

た
が
、

本
わ
い
ん
へ
約
に
係
る
技
法
川
乙
絹
助
長
の
ル
誌
や
一
刈
釘
刀
法
的
性
牌
を
勘
案
t
u
一七、ノげんに、

本
作
ぃ
ザ
ハ
約
が

公
役
務
妥
一
託
収
、
約
で
あ
る
一
認
｛
也
仁
、
治
ん
公
共
同
科
殺
法
、
興
工
阿

条
以
下
の
規
心
に
汎
引
っ
拠
し
た
公
開
T
H市
川
か
泊
尽

セ
ト
れ
ふ
V

小
、

、
」
れ
と
い
h
公
庁
契
約
作
、
山
口
l
L

nh日
比
契
約
法
曲
（
に
k

る
ふ
ハ
一
括
手
続
の
方
が
公
明
牲
が
古
寸

い
こ
狩
久
間
づ

デ
ュ
は
、

カ
サ
一
人

A

ハ
一
史
汁
が
認
～
不
し
f
ハ
併
比
へ
お
に
h
J
ケ

ア
ン
ジ
ュ
ピ
凡
小
川
口
一
が
提
不
し
た
解

7
し一
h
y
l
u
、

』
！

J

恥）

決
策
を
ー
ペ
持
し
に
〈
ぷ
見
に
よ
れ
ば
、
ペ
サ
能
な
浪
り
に
お
レ
＼
公
問
惜
d
j
h
v
r
円
L

－
さ
「
、
か
っ
、
競
争
前
常
化
古
河
す
べ
き
で
丸
山
7

匂
と

い
い
ヤ
一
叫
る
の
で
、

判
刊
山
内
一
程
ー
υ
さ
れ
た
ず
日
公
山
リ
川
J
l
p

犯
と
公
役
務
委
託
叩
山
人
約
と
を

J

丘
別
FJ
る
北
川
棋
を
v
A
吊
し
つ
つ
一
」
公
庁
一
か
れ
法
め
刊
の
、
山
店
用

川
能
性
主
不
峻
し
た
、

カ
ザ
ス
人
吊
リ
に
と
支
持
し
た
い

池
内
び
に
3

い
え
て

T('. 

A
i
u
N

桐
に
お
い
亡

わ
が
凹
亡
は

"" RJ ' -！ ； さ
約
,j 帝
革示
_;/ 

干玉
ど

昨0 

統
融I 

る
政
訴
類
宅~ 
で，，，

主主

さ
j つν 

し

と

土

と
わ
わ
け
、
行
政
契
約
締
結
過
叫
に
お
い
て
佼
の
捻
引
攻
守
ヨ
段
（
行
政
へ
の
行
為
命
人
、
契
約
締
v
M
に
閑
ず
る
決
定
の
隠
行

z
tめ、

な
と
、
）
幸
一
司
パ
杭
1

けずい
J

J

め
る
訴
訟
類
J

引
が
確
川
凡
言
、
れ
F
L
い
な
い

γ
J
E：り、
フ
ソ
J

ス
の
契
約
fw
札
仮
令
ん
訴
訟
ピ

関－
7
4ゐ
判
例
、
論
告
、
円
j

説
を
去
が
日
y

し
て
、

か
か
る
一
山
訟
の
導
入
キ
提
案
し
行
い
ロ
り
ざ
」
芝
、

f
政
九
人
約
締
山
内
過
程
に
お
け
る
仮
の

応日
I

利
紋
済
手
段
に
け
刊
す
ノ
る
帯
広
育
の
み
に
差
つ
い
て
、
む
が
臼
の
法
制
反
と
は
ん
了
ノ
、
異
質
司
法
制
h
u
A
を
将
人
ず
る
の
で
は
な
く
、
わ
が
凶

の
法
相
ト
d
y
｝
州
夕
刊
刊
刊
を
も
に
げ
」
つ
つ
、
＋
玉
、
対
制
？
の
司
令
官
一
肢
を
憐
築
」
9
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
持
味
に
お

IJ丸
、
本
村
一
本
店
教
授

ば
ゾ
ラ
〆
ス
に
お
け
る
法
刻
、
九
改
革
ピ
ア
さ

守
ノ
ラ
／
ス
で
は
山
μー
の
法
珂
論
に
佼
存
ず
る
げ
い
か
り
で
は
な
く
、
英
米
刀
法
制
伎
と

さ
か
ん

ι比
較
・
安
田
川
1
っ
つ
、

現
在
仁
お
レ
、
ぽ
フ
ラ
ン
ス

rdな
法
祇
皮
と
茨
木
前
h
d
法
引
附
問
、
が
融
台
FJ
る
現
象
h
M
パ
川
じ

t
い
る
が
、
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】ノ

7
ン
ス
心
主
訪
日
安
易
に
外
同
法
主
一
攻
り
人
れ
る
の
で
は
な
く
、
既
必
の
法
郎
前
と
の
舵
之
口
性
を
考
慮
）
な
げ
か
ら
慎
乏
に
併
交
7

して

J

円
払
も
か
か
る
間
選
w
奈
川
町
に
長
つ
い
て
、
ま
ず
、
わ
が
同
の
当
事
討
訴
訟
と

L
て
の

い
る
／
｝
指
抗
し
て
い

mv市
川
市
川
に
コ

さ
、
倹
討
を
引
え
る
」
当
事
者
訴
訟
ノ
「
平
、
心
他
誌
－
［
掛
訟
こ
は
、
「
処
分
」
に
一
成
当
、
な
い

pf政
の
行
為
守
山
実
際
、
「
い
て
紛
争
が
生
じ

こ
場
合
二
、
川
町
争
解
、
決
の
た
め
は
向
効
マ
川
一
切
な
法
存
河
川
町
e

J

住
列
義
務
刻
係
り
雑
誌
を
刻
象
と
す
る
訴
訟
で
あ
る

U

ん
野
宏
教
授
は
、

ー
」
平
者

J

斗吹
r小
、
し
て
の
確
認
訴
訟
が
、
概
念
仁
は
抗
告
一
ん
訟
と
は
訪
日
除
が
は
い
が
、
美
止
訴
訟
に
の
持
係
で
は
密
袋
店
向
車
一
一
れ
を
待
つ

こ
と
が
あ
る
J
指
摘
し
た
一
亡
、
一
一
叶
心
不
な
さ
、
れ
る
処
分
与
一

V79r抑
終
点

L
Hめ
る
に
は
、
抗
告
訴
訟
2
し
と
の
泣

UJ九
ー
訟
に
よ
る
、
一
と

と
な
る
か
、
処
分
発
効
前
の
法
律
状
践
を
椛
「
3
1
1
て
山
地
い
の
保
全
を
は
ろ
う
と
す
る
と
確
認
♂
訴
訟
を
用
い
r
？
と
に
な
る
と
結
前
づ
け

？
？
〆
ス
の
契
約
前
似
命
令
訴
訟
と
刻
似
し
た
訴
訟
制
皮
を
わ
が
国
に
導
入
す
る
↓
で
、
わ
叫
J

凶
に
お
け
る
処
分
一
概
念
L

訟

ψ
」
し
ば
い
行
政
必
約
古
川4

象
と

L
、
ー
か
っ
、
処
分
光
劫
前

こ
地
い
の
が
八
人
千
J

デ
一
何
人
、
っ
と
す
る
確
一
ヰ
一
日
ぶ
心
機
能

プラ Jスこおける行政！;1；約締結jij科続出l

を
、
か
か
る
訴
訟
の
導
入
論
り
茶
地
M
L
Y
す
る
と
と
は
有
日
十
六
m

L

あ
る

2
Eわ
れ
る
っ
き
、
つ
に
、
μ

初
寸
汁
宏
教
授
は
、
h

川
住
訴
訟
と
し
て
の
y十
什

止
訴
訟
と
、

個
別
の
紛
争
の
ふ
n
問
的
解
仇
、
防
似
叩
刊
刊
vM
の
実

効
的
礼
済
心
開
U
A
F
M
に
弐
つ
い
に
両
者
の
役
州
市
分
M
刊
に
悶
「
る
判
例
法
の
形
成
が
期
待
さ
れ
る
と
お
怖
さ
れ
一
ト
vr
ま
た
、
芝
池
烹

レ
ー
引
か
や
訴
訟
と
し
て
心
併
誌
訴
訟
と
の
関
係
を
並
思
し
て
い
に
は
い
の
で
、

、4
R怖で

LVっ
「
V
H
J
4
h

訴
訟
と
v
J
て

は
、
四
条
確
認
訴
訟

が
行
為
を
庄
一
訟
に
？
ぅ
訴
訟
立
は
ま
く
、
法
律
関
係
、

権
利
或
務
川
同
一
一
に
闘
す
る
訴
訟
て
あ
る
、
こ
し
に
上
で
、
行
政
り
法
や
じ
政
イ
川
副
の
ぶ
つ
に
公
権

μJ性
を
伴
わ
な
い
行
為
一
取
利
に

一日」

凶
鼻
、
確
認
訴
訟
で
ラ
λ

こ
と
が
悶
礁
で
あ
る
と
品
論
つ
け
る
。
そ
」
で
、
之
山
義
一
教
授
は
、

l立

の
也
、
民
事
の
繰
り
酌
訴
訟
も
あ
れ
ば
法
定
外
山
札
古
訴
訟
ζ

し
て
の
時
認
訴
訟
？
、
子
主
存
一
q
J
る
こ
し
て
、
時
休
認
訴
訟
の
多
…
一
忙
を
指
摘
し
た

ト
で
、
行
政
処
分
以
れ
の
公
山
佐
川
行
使
／
わ
為
心
遣
法
確
認
訴
訟
／

7uて
は
、

ψ
」
宇
布
訴
訟
の
枠
に
拘
泥
六
れ
ず
、
民
事
の
確
認
訴
一
訟
な

十
い
唱
し
北
い
だ
外
抗
符
点
目
叫
む
し
し
て
の
確
認
訴
訟
の
日
用
を
同
る
べ
き
で
↓
わ
ろ
う
と
述
べ

パ
主
h
r
F

わ
が

9

出
に
お
w

て
は

教
授
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げ
て
の
位
認
訴
訟
と
民
旬
以
一
訴
訟
と
の
関
係
や
、
当
事
者
訴
訟
と
三
し
の
確
認
訴
訟
と
他
の
行
政
訴
訟
ζ

の
関
係
に
つ
い
て
幣

の
品
問
。
令
子
汗
容
さ
う
れ
し
い

連
L

ヨノス
v
必
裂
が
あ
る
。
そ
ご
に

フ
ラ
J

ス
で
目
、
契
約
京
仮
人
川
ヘ
μ
訴
訟
〉
一
民
事
上

契
約
前
似
命
令
訴
訟
／
一
一
怒
り
玲
訴
訟
こ
の
お
台
に
つ
き
、

ω併
、

に
は
拍
川
ム
n
J
m
J川
一
谷
さ
孔
な
川
、
／
一
、

山
料
従
訴
訟
が
徒
約
、
川
仮
命
令
訴
訟
d

り
え
に
帝
注
さ
れ
山
町
判
力
を
F
七

C
L
行

rhイ」

こ
れ
ら
の
税
ん
じ
河
一
係
中
一
撃
立
し
ブ
｛
、
い
る
。

日
仏
間
に
お
け
る
裁
可
制
度
の
差
異
や
、
契
約

rm仮
命
令

訴
訟
、
ぬ
権
訴
訟
、
良
市
ア
訴
訟
の
性
質
訟
と
か
一
考
慮

L
て
も
な
お
、
わ
が
同
に
お
け
る
確
認
訴
訟
乙
抗
止
訴
訟
の
機
詑
分
担
品
に
も
不

円
呪

hγ
与
え
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
二
ぞ
約
的
佼
命
ム
3

訴
訟
の
注
入
前
に
つ
い
て
は
、
行
h
J
訴
訟
刻
皮
な
ら
ひ
に
行
汝
刊
す
釣
へ
の
山
法
的
規

引
に
践
す
る
計
約
な
北
絞
法
配
的
ん
九
か
必
パ
バ
で
為
る
が
こ
れ
に
つ
レ
に
は
ん
I
接
へ
の
技
指
）
と
［
た
レ
。

フ
ラ
ン
ス
の
行
片
山
v

仰
に
っ
さ
、
百
沢
在
一
フ
フ
ノ
ス
法
三
コ
げ
る
h
r以
契
約
一
1
～
？
↓
ノ
｝
｜
｜
山
政
ザ
約
の
吉
川

J
Z
E

L

J

K

J

υ

刊
誌
化
去
人
当
叫

E
一ハ一

H
J

以
卜
、
r
I
μ
f
J

ハJ
、
ー
一
川
以
下
、
六
台
〆
へ
ん
ー
一
七
百
八
以
い
＼
七

5

τ

財
以
卜
、
九
じ
れ
J

～以
l
u
す

札
も
一
九
七
人
r
I
）
一
同
ニ
レ
、
以
↓
、
ド
川
刊
日
比
川
－
J

ラ
ン
ス

C
n
y
F
I
的
］
法
｜
｜
ー
公
待
務
（
立
背
任
－
口
止
ま
E
E
r
E
Z
E

E
Z
2
－
を
e
L
町
村
に
一
会
計
検
任
ヤ
党

h
y
J

二
六
ハ

1
）

九

日

J

以
h
i

？
の
Q
っ

二
ノ
ニ
つ
一
J

凹

ι
D
L政
事
件
界
一
百
六
改
以
内
、
同
に
光
行
さ
れ
L
I
3

政
半
円
寸
問
、
凶
出
の
け
l

釈主円
r
一
旬
〆
て
に
、
一
十
賀
山
山
山
｝
改
巳
F
J
伐
事
M
h
b
h
f

法
｛
桁
訂
版
ど
へ
寄
一
以
山
主
同
院
、
↓
コ
ハ
ハ
ん
lr
六
行
政
事
件
訴
訟
法
夫
務
研
究
会
記
号
行
政
訴
訟
の
主
務
”
言
一
工
ノ
ー
し
い
、
一
コ
仁
七
年
、

小
ヨ
川
民
町
一
一
一
明
滋
続
一
非
同
貯
改
止
／
山
川
政
事
件
訴
訟
は
町
｛
涼
一
法
却
、
二
ヘ
ノ
ハ
ノ
叫
4
1
問
↓
郡
司
一
士
芝
山
義
制
改

r
行
氏
一
手
刊
訴
帆
一

去
の
叫
諭
と
実
務
」
－

d
f勺
せ
い
、
二
O

U

ハ
い
ん
＼
橋
本
け
之
「
解
説
叫
J
4
1

政
事
件
訴
一
訟
法
ー
へ
弘
正
堂
、
二
日
U
凶
丘
二
川

ι恒
イ
i
b相

一
引
～
引
円
、
引
例
行
政
事
内
訴
訟
法
｛
協
仏
知
山
版
、

C
ヘ
一
八
を
と
あ
る

J

一3
v
r十円
H

－
w
一
山
山
片
（
り
～
十
九
日

γ
九
司
、
汗
政
事
n
h
rつ
で
仏
実
務
研
究
会
出
川
、
ど
っ
）
九
向
、
（
苛
辺
、
小
早
川
ロ
イ
続
柄
－
t
山川、
L

っ
て
三
日
）
二
－
K
＼小斗
J

川
光
山
竿
）
、
同
一
山

f

乙J
也
制
e

山
小
川
、
、
）
二
内
民
）
有
↓

M
－
市
が
い
防
典
J
4↓
J

、
杭
ギ
ポ
川
注
士
一
）

tj一

八
日
、
川
付
時
前
山
正
へ
の
λ

〉

じ
H
J

ニ
ハ
）
百
川
村
山

1
叫）「

7
1

千円
H
1
4
1
h
t
此
比
料
品
H

ム
け
接
相
、
ノ
♂
、
一
六
位
、
一
バ
と
川
口
に
な

J

て
一
出
走
主
人
完
阿
川
叶
i
u
k
l平

F

日
田
中
作

J

一
九
氏
凶
一

1 

: Ex人i.tcチj苅＇ 3+2開） 844 [2υCS.; I、



プラ Jスこおける行政！;1；約締結jij科続出l

｛
有
斐
問
、
一
ヘ
ハ
）
ノ
U

二
つ
｝
山
口
口
（
門
川
一
同
瓦
へ
い
引
l
箔
話
平
一
、
小
両
刷
守
川
久

f
巾
U

同
門
出
陣
ム
旧
土
同
行
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